
 

 

厚生労働省所管  
独立行政法人  高齢・障害・求職者雇用支援機構  
令和５年４月採用職員  経験者採用  募集要項  

〔職業訓練指導員（職業能力開発職）〕  
 

  １     募集職種等  
 
 
 
 
 
 
            

１  採用予定数 ４０名程度  
 
２  職 務 内 容 離職者、在職者等に対する職業訓練指導業務及び職業訓練に関する  

付随業務  
    

３   応募資格等 「経験者（３年以上）」及び「経験者（１０年以上）」の２種類が  
あります。該当する箇所をご覧ください。  

    
【経験者（３年以上１０年未満）】  

以下のいずれも満たす方  
（１）  令和 5 年 4 月 1 日時点で５９歳以下の方  
（２）  高等学校卒業以上の学歴を有する方  
（３）  応募分野に関する実務経験年数が令和 5 年 3 月末までに 3 年以上１０年未満の方  
（４）  応募分野に関する職業訓練指導員免許を取得している方、又は採用日までに取得

可能な方（応募分野に必要な指導員免許は、別紙「職業能力開発職（職業訓練指
導員）の経験者採用に係る応募資格等について」を参照すること）  

（５）  品行方正であり、公的機関においてものづくりを通じて、ひとづくりのために情熱
を持って、他の職員と協調して職業訓練指導ができる資質のある方  

（６）  心身共に健康である方  
 

【経験者（１０年以上）】  
以下のいずれも満たす方  
（１）  令和 5 年 4 月 1 日時点で 59 歳以下の方  
（２）  応募する施設に応じた以下学歴を有する方  

※応募する施設（配属先施設）を選んでいただきます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）  応募分野に関する実務経験年数が令和 5 年 3 月末までに１０年以上の方  
（４）  応募分野に関する職業訓練指導員免許を取得している方、又は採用日までに取得

可能な方（応募分野に必要な指導員免許は、別紙「職業能力開発職（職業訓練指
導員）の経験者採用に係る応募資格等について」を参照すること）  

（５）  品行方正であり、公的機関においてものづくりを通じて、ひとづくりのために情熱
を持って、他の職員と協調して職業訓練指導ができる資質のある方  

（６）  心身共に健康である方  
 

4 募 集 分 野（詳細は別紙参照）  
【経験者（  ３年以上）】機械、溶接、電気、電子情報、建築、機械運転、ビル管理 

   【経験者（１０年以上）】別添「募集施設及び分野一覧」にある施設に対応した分野  
 

５  採用予定日 令和５年 4 月 1 日（相談により前倒しする場合があります。）  

職業能力開発職（経験者）：応募分野に関する実務経験３年以上１０年未満の者  

             応募分野に関する実務経験１０年以上の者  
 

※実務経験年数により、応募条件等が異なります。  
本要項については、経験年数に応じて記載がありますのでご留意ください。  

●職業能力開発促進センター・訓練センターの場合  
 高等学校卒業以上の学歴を有する方  

●能開大・短大校の場合  
大学卒業以上の学歴を有する方  

（職業能力開発総合大学校卒者、職業能力開発大学校の応用課程卒者、
及び工業高等専門学校の学士取得者も対象となります。）  

●港湾短大校の貿易事務関係分野の場合  
高等学校卒業以上の学歴を有する方。  

職業能力開発職（経験者）  

1



  ２     待  遇  
１  俸 給 初任給 216,400 円（実務経験等により左記金額から加算あり。）  

２  諸 手 当 扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当等  

３  昇 給  年１回  

４  賞 与 年２回（※  令和３年度実績：基本給の 4.45 ヶ月分）  

５  定 年 等 ６０歳定年（６５歳まで再雇用制度あり。）  

６  勤 務 場 所 
（１）  職業能力開発促進センター、訓練センター  
（２）  職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校  
（３）  国立職業リハビリテーションセンター、国立吉備高原職業リハビリテー  

ションセンター
【経験者（３年以上）】  

採用時の勤務場所は、当機構の指示する（１）の施設となります。その後、上記（１）
～（３）の施設への全国転勤があります。  
【経験者（１０年以上）】  

採用時の勤務場所は応募施設となります。その後、上記（１）～（３）の施設への全
国転勤があります。  
※各施設の所在地の詳細については当機構 HP をご参照ください。

（  http://www.jeed.go.jp/location/  ）  

７  勤 務 時 間 8:45～17:00（勤務場所によって若干異なる場合があります。）  

８  休日･休暇等 週休 2 日制（土曜・日曜）、国民の祝日、年末年始（12 月 29 日から 1
月 3 日）、年次有給休暇、夏季休暇、育児休業制度、介護休業制度等  

９  福 利 厚 生 健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険等の各種社会保険完備、財形  
貯蓄制度  

１０  研 修 制 度 新規採用職員研修、指導員養成研修、専門研修、民間セミナー受講研修等
の各種研修あり  

１１  試 用 期 間 採用の日から 6 ヵ月間（試用期間中も待遇は変わりません。）  

参考：  

採用予定日に 37 歳大卒かつフルタイムでの関連実務経験 15 年で採用された場合

は、月額 34 万円程度（採用１年目）となります。  

この場合の年収は、採用１年目で 520 万円程度、採用 2 年目で 580 万円程度とな

ります。（注）  

（注）  

○令和４年４月１日に採用された場合の募集期間時点の給与水準による試算。

○月額は俸給、地域手当（※勤務地により 0％～15％）の合計。上記の地域手当

は、千葉市内に勤務する場合（俸給の 15％）  

○年収は俸給、地域手当、賞与（いわゆるボーナス）の合計。

なお、賞与は１年間に俸給等の 4.45 か月（※令和 3 年度実績。なお、採用１年目

は、4 月以降の 8 か月分の算定となります。）。  

○上記以外にも、規程に基づき、該当者には諸手当（扶養手当、住居手当、通勤手

当、超過勤務手当等）が支給されます。  
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  ３   応募要領  
１  応 募 書 類（電子データにて提出）  
（１）履歴書・自己紹介書・職務経歴書・本人確認票・作文（履歴書及び本人確認票には

写真データを貼付のこと。）  
 ※【経験者（１０年以上）】の方は、履歴書及び本人確認票を記入する際に、希望する

採用時に希望する勤務場所（施設名）を記載してください。なお、二次試験は、当該
施設で受験いただきます。  

（２）職業訓練指導員免許を既に所持している方は、自己紹介書の「資格、免許」の欄に
取得する免許職種名を必ず記入し、当該免許の写しを提出してください。   
また、令和５年３月末までに職業訓練指導員免許を取得見込みの方は、「取得にあ

たって申請する都道府県名、取得予定時期及び取得方法」を明記してください。  
  

２  そ の 他 
二次試験受験者には、以下 2 点について、令和 4 年 6 月１０日までに原本の提出を依

頼します。一次試験合格者に改めて依頼いたします。  
（１）成績証明書  
（２）卒業証明書      

 
※  応募書類は、返却いたしませんので、御了承下さい。また、提出していただいた個人情

報は、当機構の採用活動及び採用後の雇用管理情報以外の目的に使用することはありま
せん（採用に至らなかった方の個人情報は、採用選考終了後、情報漏洩のないよう適切
な方法で破棄します。）。  

 
３  応募書類提出先   

上記の応募書類を添付し、以下の電子メールアドレス宛に送付してください。  
 
【  応募専用メールアドレス  】  entry@jeed.go.jp 
 ■メール件名を「能力開発・○○○○（氏名）・応募書類提出」としてください。  
  （例）能開職・幕張太郎・応募書類提出  
 ■Excel ファイル名を「能力開発・○○○○（氏名）・応募書類 (JEED 様式 )」として

ください。  
  （例）能力開発・幕張太郎・応募書類 (JEED 様式 ) 
 ※Excel 様式のまま添付してください。（PDF ファイルに変換する必要なし）  
 ※送信元となる応募者ご自身の電子メールアドレスは、受験案内や試験結果の通知

等、当機構から採用関係で必要な連絡をする場合に使用しますのでご承知ください。
（採用関係以外の目的では使用いたしません）  

 
 
 

４  応募締切日  
     令和４年４月２８日（木）必着  
 
   ５  第一次試験の通知について  

「 saiyou@jeed.go.jp」の電子メールアドレスからお送りする予定ですので、当機構か
らのメールが受信できる状態にしていただきますようお願いいたします。  

 
 
 
  ４    選考方法  
   １  第一次試験  

【経験者（３年以上）】及び【経験者（１０年以上）】  
（１）内  容  書類選考及び基礎能力試験  

・書類選考  
・基礎能力試験（Web 上で実施）※過去問題等は公表しておりません。  
※ 基 礎 能 力 試 験 の 受 験 に 際 し て イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 で き る パ ソ コ ン
等 を 準 備 し て く だ さ い 。 詳 細 は 受 験 者 あ て 通 知 し ま す 。  

 
（２）  日  時  令 和 ４ 年 ５ 月 １ ３ 日 （ 金 ） か ら １ ９ 日 (木 )の 間  

 
（３）合否通知  合否にかかわらず、受験者全員にメールにて通知します。  

 
    ２  第二次試験  

【経験者（３年以上）】  
（１）内  容   専門試験及び面接試験（「説明力確認」を含む。）   

・専門試験  
応募分野に応じた「専門学科試験」を行います。  
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・説明力確認  
指定する基礎的な工学知識について説明をいただき、説明力の確認を行います。 
                           

（２）日  時  令和４年６月２０日（月）から令和４年６月３０日（木）の間  
※詳細は、第一次試験合格者あて通知します。  
 

（３）場  所  高度訓練センター（千葉市美浜区若葉３ -１ -２）  
 
【経験者（１０年以上）】  
（１）内  容   説明力確認試験及び面接試験  

 ・説明力確認  
指定する基礎的な工学知識について説明をいただき、説明力の確認をさせていた
だきます。  
                                          

（２）日  時  令和４年６月１日 (水 )から１０日（金）の間の指定する日時  
           ※ 詳細は、日時が決まり次第、第一次試験合格者あて通知します。  

 
（３）場  所  応募施設  

 
 

３  第三次試験  
    【経験者（１０年以上）】  

（１）内  容   面接試験   
 

（２）日  時  令和４年６月２０日 (月 )から令和４年６月３０日（木）の間の指定する      
日時  
※詳細は、第二次試験合格者あて通知します。  

 
（３）場  所  高度訓練センター（千葉市美浜区若葉３ -１ -２）  

  
 
  ５     留意事項  

 受験等に要する交通費、宿泊費等は自己負担となります。  
 
  ６     問い合わせ先  
     独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  https://www.jeed.go.jp 
      総務部人事課人事第五係  
      〒261-8558 千葉市美浜区若葉 3-1-2   電話番号  043-213-6129 
                                          FAX 番号  043-213-6808 
                                           E-mail  saiyou@jeed.go.jp 
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別添

機械 溶接 電気
電子
情報

建築
ビル
管理

港湾
物流

機械
運転

1 北海道 北海道職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

2 青森 青森職業能力開発促進センター 1 1 1

3 岩手 岩手職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

4 宮城 宮城職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

5 秋田 秋田職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

6 山形 山形職業能力開発促進センター 1 1 1 1

7 福島 福島職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

8 茨城 茨城職業能力開発促進センター 1 1 1

9 栃木 栃木職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

10 群馬 群馬職業能力開発促進センター 1 1 1

11 埼玉 埼玉職業能力開発促進センター 1 1 1 1

12 千葉 千葉職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

13 神奈川 関東職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

14 新潟 新潟職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

15 富山 富山職業能力開発促進センター 1 1 1 1

16 石川 石川職業能力開発促進センター 1 1 1 1

17 福井 福井職業能力開発促進センター 1 1 1

18 山梨 山梨職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

19 長野 長野職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

20 岐阜 岐阜職業能力開発促進センター 1 1 1 1

21 静岡 静岡職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

22 愛知 中部職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

23 三重 三重職業能力開発促進センター 1 1 1 1

24 滋賀 滋賀職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

25 京都 京都職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

26 大阪 関西職業能力開発促進センター 1 1 1 1

27 兵庫 兵庫職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

28 奈良 奈良職業能力開発促進センター 1 1 1 1

29 和歌山 和歌山職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

30 鳥取 鳥取職業能力開発促進センター 1 1 1 1

31 島根 島根職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

32 岡山 岡山職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

募集要項の

No
都道
府県

施設名

募集分野

令和４年度実施　職員採用試験【経験者（実務経験10年以上）採用】
　募集施設及び分野一覧
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機械 溶接 電気
電子
情報

建築
ビル
管理

港湾
物流

機械
運転

No
都道
府県

施設名

募集分野

令和４年度実施　職員採用試験【経験者（実務経験10年以上）採用】
　募集施設及び分野一覧

33 広島 広島職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

34 山口 山口職業能力開発促進センター 1 1 1 1

35 徳島 徳島職業能力開発促進センター 1 1 1 1

36 香川 香川職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

37 愛媛 愛媛職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

38 高知 高知職業能力開発促進センター 1 1 1

39 福岡 福岡職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

40 佐賀 佐賀職業能力開発促進センター 1 1 1 1

41 長崎 長崎職業能力開発促進センター 1 1 1 1

42 熊本 熊本職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

43 大分 大分職業能力開発促進センター 1 1 1 1

44 宮崎 宮崎職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

45 鹿児島 鹿児島職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1

46 沖縄 沖縄職業能力開発促進センター 1 1 1 1 1 1

47 北海道 函館訓練センター 1 1 1 1

48 北海道 旭川訓練センター 1 1 1 1

49 北海道 釧路訓練センター 1 1

50 福島 いわき訓練センター 1 1 1 1

51 福島 会津訓練センター 1 1 1

52 千葉 君津訓練センター 1 1 1

53 千葉 高度訓練センター 1

54 長野 松本訓練センター 1 1 1

55 三重 伊勢訓練センター 1 1 1 1

56 兵庫 加古川訓練センター 1 1 1 1 1

57 鳥取 米子訓練センター 1 1 1 1 1

58 福岡 飯塚訓練センター 1 1 1 1 1

59 長崎 佐世保訓練センター 1 1 1 1

60 熊本 荒尾訓練センター 1 1 1 1

61 宮崎 延岡訓練センター 1 1 1 1

62 愛知 名古屋港湾労働分所 1 1

63 大阪 大阪港湾労働分所 1 1
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https://www3.jeed.go.jp/hiroshima/poly/
https://www3.jeed.go.jp/yamaguchi/poly/
https://www3.jeed.go.jp/tokushima/poly/
https://www3.jeed.go.jp/kagawa/poly/
https://www3.jeed.go.jp/ehime/poly/
https://www3.jeed.go.jp/kochi/poly/
https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/
https://www3.jeed.go.jp/saga/poly/
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/
https://www3.jeed.go.jp/kumamoto/poly/
https://www3.jeed.go.jp/oita/poly/
https://www3.jeed.go.jp/miyazaki/poly/
https://www3.jeed.go.jp/kagoshima/poly/
https://www3.jeed.go.jp/okinawa/poly/
https://www3.jeed.go.jp/hokkaido/poly/hakodate/
https://www3.jeed.go.jp/hokkaido/poly/asahikawa/
https://www3.jeed.go.jp/hokkaido/poly/kushiro
https://www3.jeed.go.jp/fukushima/poly/iwaki/
https://www3.jeed.go.jp/fukushima/poly/aizu/
https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/kimitsu/
https://www.apc.jeed.go.jp/
https://www3.jeed.go.jp/nagano/poly/matsumoto/
https://www3.jeed.go.jp/ise/poly/
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/kakogawa/
https://www3.jeed.go.jp/tottori/poly/yonago/
https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/poly/iizuka/
https://www3.jeed.go.jp/nagasaki/poly/sasebo/
https://www3.jeed.go.jp/kumamoto/poly/arao/
https://www3.jeed.go.jp/miyazaki/poly/nobeoka/
https://www3.jeed.go.jp/aichi/poly/minato/
https://www3.jeed.go.jp/osaka/poly/


機械 溶接 電気
電子
情報

建築
ビル
管理

港湾
物流

機械
運転

No
都道
府県

施設名

募集分野

令和４年度実施　職員採用試験【経験者（実務経験10年以上）採用】
　募集施設及び分野一覧

64 北海道 北海道職業能力開発大学校 1 1 1 1

65 青森 青森職業能力開発短期大学校 1 1 1

66 宮城 東北職業能力開発大学校 1 1 1 1

67 秋田 秋田職業能力開発短期大学校 1 1 1

68 栃木 関東職業能力開発大学校 1 1 1 1

69 千葉 千葉職業能力開発短期大学校 1 1 1 1

70 千葉 千葉職業能力開発短期大学校成田校 1

71 神奈川 港湾職業能力開発短期大学校横浜校 1 1

72 新潟 新潟職業能力開発短期大学校 1 1 1 1

73 富山 北陸職業能力開発大学校 1 1 1

74 石川 石川職業能力開発短期大学校 1 1

75 岐阜 東海職業能力開発大学校 1 1 1

76 静岡 浜松職業能力開発短期大学校 1 1 1

77 大阪 近畿職業能力開発大学校 1 1 1 1

78 滋賀 滋賀職業能力開発短期大学校 1 1 1

79 京都 京都職業能力開発短期大学校 1 1

80 兵庫 港湾職業能力開発短期大学校神戸校 1 1

81 島根 島根職業能力開発短期大学校 1 1 1

82 岡山 中国職業能力開発大学校 1 1 1

83 広島 福山職業能力開発短期大学校 1 1 1

84 香川 四国職業能力開発大学校 1 1 1 1

85 高知 高知職業能力開発短期大学校 1 1

86 福岡 九州職業能力開発大学校 1 1 1 1

87 鹿児島 川内職業能力開発短期大学校 1 1 1

88 沖縄 沖縄職業能力開発大学校 1 1 1 1 1
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https://www3.jeed.go.jp/hokkaido/college/index.html
https://www3.jeed.go.jp/aomori/college/
https://www3.jeed.go.jp/miyagi/college/
https://www3.jeed.go.jp/akita/college/
https://www3.jeed.go.jp/tochigi/college/
https://www3.jeed.go.jp/chiba/college/
https://www3.jeed.go.jp/chiba/college/
https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/college/
https://www3.jeed.go.jp/niigata/college/
https://www3.jeed.go.jp/toyama/college/
https://www3.jeed.go.jp/ishikawa/college/
https://www3.jeed.go.jp/gifu/college/
https://www3.jeed.go.jp/shizuoka/college/
https://www3.jeed.go.jp/osaka/college/
https://www3.jeed.go.jp/shiga/college/
https://www3.jeed.go.jp/kyoto/college/
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/college/
https://www3.jeed.go.jp/shimane/college/
https://www3.jeed.go.jp/okayama/college/
https://www3.jeed.go.jp/hiroshima/college/
https://www3.jeed.go.jp/kagawa/college/
https://www3.jeed.go.jp/kochi/college/
https://www3.jeed.go.jp/fukuoka/college/
https://www3.jeed.go.jp/kagoshima/college/
https://www3.jeed.go.jp/okinawa/college/


職業能力開発職（職業訓練指導員）の経験者採用に係る応募資格等について 

 

職業能力開発職には、実務経験３年未満の者を対象とした「未経験者採用」、実務経験３

年以上１０年未満の者を対象とした「経験者（実務経験３年以上）採用」及び実務経験１０

年以上の者を対象とした「経験者（実務経験１０年以上）採用」（初任地は希望施設へ配属）

があります。どちらの応募要件を満たすかを下記のフロー図でご確認ください。 

 

職業能力開発職の応募資格等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

YES 

YES 

YES 

別紙 

未経験者
．．．．

 

にご応募いただけます。 ※4 

＜下記（１）をご参照ください。＞ 

残念ながら、ご応募

いただける職種がご

ざいません。 

YES 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

既卒者 

経験者
．．．

 

（実務経験１０年以上）
．．．．．．．．．．．

 

にご応募いただけます。 

＜下記（３）をご参照ください。＞ 

経験者
．．．

 

（実務経験
．．．．．

３
．
年以上）
．．．．

 

にご応募いただけます。 

＜下記（２）をご参照ください。＞ 

※1 実務経験とは、職業訓練指導員としての経験だけではなく、応募分野に関連した実務経験（例．機械分野の場合は、機械

関連の業務経験）も含みます。 

※2 職業訓練指導員免許の取得方法については、下記２「職業訓練指導員免許の取得方法について」をご参照ください。 

※3 四年制大学を卒業には、職業能力開発総合大学校（長期課程又は総合課程）及び職業能力開発大学校（応用課程）を修了

された方も対象となります。また、工業高等専門学校の場合は、学士の取得が必要となります。 

※4 「未経験者採用」にご応募いただいた場合であっても、学歴、実務経験年数等により職業訓練指導員免許を取得できると

判断した場合には、各都道府県に確認の上、「経験者採用」にご応募いただく場合があります。 

未経験者
．．．．

採用募集要項 経験者
．．．

採用募集要項 

高等学校卒業以上の学歴を

有し、かつ令和５年４月１日時

点で５９歳以下である。 

令和５年３月末までに、応募

分野に関する実務経験が３年

以上ある。 ※1 
令和５年４月１日時点で３２歳

以下である。 

応募分野に関連する四年制大学

を卒業している。 ※3 

応募分野に関連する職業訓

練指導員免許を取得してい

る、又は令和５年３月末まで

に取得可能である。 ※2 

 

令和５年３月末までに、応募

分野に関する実務経験が１０

年以上ある。※1 

YES NO 

YES 
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１ 職業能力開発職の採用について  

（１）未経験者採用（実務経験３年未満） 

≪「未経験者採用」募集要項をご覧ください≫ 

イ 募集分野 

①機械  ②電気  ③電子情報  ④建築 

 

ロ 応募資格 

以下の（イ）及び（ロ）のいずれにも該当する方 

（イ）令和５年４月１日時点で年齢が３２歳以下の方 

（ロ）上記（１）イの募集分野に関連する四年制大学の学科を卒業された方 

※ 四年制大学の学科を卒業された方には、職業能力開発総合大学校（長期課程又

は総合課程）及び職業能力開発大学校応用課程を修了された方も含まれます。

なお、工業高等専門学校の場合は学士の取得が必要です。 
※ 関連学科の例として、機械工学科、生産機械工学科、機械システム工学科、エ
ネルギー工学科、電気工学科、電気電子情報工学科、電気電子工学科、情報通
信工学科、建築学科などがあります。 

※ 応募者の学科、履修科目により指導員免許の取得要件を満たさない場合、受験
いただけない可能性があります。指導員免許の取得要件を満たすには、表１「募
集分野に関連する学科」に掲げる履修内容（学科目）例に準じた学科目を履修
している必要があります。詳細につきましては、提出いただくシラバスで確認
します。 

 
表１．募集分野に関連する学科 

募集分野 履修内容（学科目）例 

機械 機械工学、材料、測定法、加工法、機械製図など 

電気 
電気理論、電子工学、電気機器、材料、制御工学、電気製図、電
力工学、電子工学など 

電子情報 電気理論、電子工学、電子機器、材料、通信工学、制御工学など 

建築 建築工学、建築設計、施工法、材料など 

※ なお、以下の方は応募できません。  

   ・成年被後見人または被保佐人の方 

   ・禁錮以上の刑に処された方 

・職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過してい

ない方 

 

ハ 採用後の研修等について 

採用後に職業訓練指導員免許取得及び職業訓練指導員として必要な能

力を習得するために、職業能力開発総合大学校の指導員養成研修（最長１

年間）を受講していただきます。研修に必要な経費（授業料等）について

は当機構が負担しますが、教科書、作業服、安全靴等個人の所有になるも

のについては、個人で負担していただく場合があります。  

なお、指導員養成研修とは別に修士の学位取得が可能な修士コースもあ

ります（ただし、修士コースは、受講希望者を対象に別途実施される選考

試験に合格した方が対象となります。また、修士コースの受講経費等は自

己負担となります。）。  
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（２）経験者（実務経験３年以上）採用 

≪「経験者採用」募集要項の【経験者（３年以上）】をご覧ください≫ 

イ 募集分野 

①機械  ②溶接 ③電気 ④電子情報 ⑤建築  

⑥ビル管理（冷凍空調設備保守・管理又は給排水衛生設備保守・管理） 

⑦港湾物流 

⑧機械運転（港湾荷役運搬機械運転又は建設機械運転） 

 

ロ 応募資格 

以下の（イ）から（ニ）のいずれにも該当する方 

（イ）令和５年４月１日時点で年齢が５９歳以下の方 

（ロ）高等学校以上を卒業された方 

（ハ）募集分野に関して、令和５年３月末時点で３年以上１０年未満の実務経験があ

る方 

（ニ）表２「募集分野に必要な職業訓練指導員免許の職種」に掲げる職業訓

練指導員免許のいずれかを取得している者、又は令和５年３月末まで

に取得可能な者。  

なお、職業訓練指導員免許が取得可能な者とは、以下の者を指しま

す。  

・応募時点で職業訓練指導員講習（４８時間講習）の受講資格があり、同講習

を受講することで免許が取得できる者。 

・応募時点で工業等の高等学校教員免許状を有する等の条件により、都道府県

へ申請することで免許が取得できる者。 

  

表２．募集分野に必要な職業訓練指導員免許の職種 

募集分野 職業訓練指導員免許の職種 

①機械 
機械科、メカトロニクス科、塑性加工科、プラスチック製

品科 

②溶接 溶接科、構造物鉄工科、塑性加工科 

③電気 
電気科、電気工事科、メカトロニクス科、発変電科、送配

電科、電気通信科 

④電子情報 
電子科、メカトロニクス科、コンピュータ制御科、電気通

信科、情報処理科 

⑤建築 
建築科、建設科、枠組壁建築科、インテリア科、床仕上げ

科 

⑥ビル管理 
冷凍空調機器科、配管科、住宅設備機器科、建築物設備管

理科、ボイラー科、建築物衛生管理科 

⑦港湾物流 貿易事務科、流通ビジネス科、事務科、情報処理科 

⑧機械運転（港湾荷

役運搬機械運転又は

建設機械運転） 

クレーン科、建設機械科、建設機械運転科、港湾荷役科、

フォークリフト科、機械科、土木科 

※ 自己紹介書の「資格、免許」の欄に取得又は取得見込みの免許職種名を必ず記入し
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てください。なお、取得見込みの職業訓練指導員免許については「取得にあたって

申請する都道府県名、取得予定時期及び取得方法」を明記してください。 

※ 免許取得には様々な方法があります。下記２の「職業訓練指導員免許の取得方法等

について」をご参照ください。 

 

※ なお、以下の方は応募できません。  

・成年被後見人または被保佐人の方 

・禁錮以上の刑に処された方 

・職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過していない方 

 

（３）経験者（実務経験１０年以上）採用 

≪「経験者採用」募集要項の【経験者（１０年以上）】をご覧ください≫ 

応募する分野に関する実務経験を１０年以上有する方は、初任地の配属先施設を選ぶ

ことができます。別紙「募集施設及び分野」を参照の上、初任地となる施設を希望のう

えご応募ください。 

イ 募集分野 

募集要項の別添「募集施設及び分野一覧」にある応募施設で実施している訓練課に対

応した分野。 

 

ロ 応募資格 

以下の（イ）から（ニ）のいずれにも該当する方 

（イ）令和５年４月１日時点で年齢が５９歳以下の方 

（ロ）次の学歴を有する方 

ａ．職業能力開発促進センターへ応募する場合は、高等学校卒業以上の学歴を有

する方 

ｂ．職業能力開発大学校及び附属短大校へ応募する場合は、四年制大学卒業以上

の学歴を有する方 

※四年制大学には、職業能力開発総合大学校長期課程及び職業能力開発大学校応

用課程を含むこと（工業高等専門学校の場合は、学士の取得が必要。）。 

ただし、港湾短大校の貿易事務関係の分野については、絶対数が少ない分野で

あることから、高等学校卒業以上の学歴を有す者とすること。 

（ハ）募集分野に関して、令和５年３月末時点で１０年以上の実務経験がある方 

（ニ）表２「募集分野に必要な職業訓練指導員免許の職種」に掲げる職業訓

練指導員免許のいずれかを取得している者、又は令和５年３月末まで

に取得可能な者。  

なお、職業訓練指導員免許が取得可能な者とは、以下の者を指します。  

・応募時点で職業訓練指導員講習（４８時間講習）の受講資格があり、同講習

を受講することで免許が取得できる者。 

・応募時点で工業等の高等学校教員免許状を有する等の条件により、都道府県

へ申請することで免許が取得できる者。 
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表２．募集分野に必要な職業訓練指導員免許の職種 

募集分野 職業訓練指導員免許の職種 

①機械 
機械科、メカトロニクス科、塑性加工科、プラスチック製品

科 

②溶接 溶接科、構造物鉄工科、塑性加工科 

③電気 
電気科、電気工事科、メカトロニクス科、発変電科、送配電

科、電気通信科 

④電子情報 
電子科、メカトロニクス科、コンピュータ制御科、電気通信

科、情報処理科 

⑤建築 建築科、建設科、枠組壁建築科、インテリア科、床仕上げ科 

⑥ビル管理 
冷凍空調機器科、配管科、住宅設備機器科、建築物設備管理

科、ボイラー科、建築物衛生管理科 

⑦港湾物流 貿易事務科、流通ビジネス科、事務科、情報処理科 

⑧機械運転（港湾荷

役運搬機械運転又

は建設機械運転） 

クレーン科、建設機械科、建設機械運転科、港湾荷役科、フ

ォークリフト科、機械科、土木科 

※ 自己紹介書の「資格、免許」の欄に取得又は取得見込みの免許職種名を必ず記入し

てください。なお、取得見込みの職業訓練指導員免許については「取得にあたって

申請する都道府県名、取得予定時期及び取得方法」を明記してください。 

※ 免許取得には様々な方法があります。下記２の「職業訓練指導員免許の取得方法等

について」をご参照ください。 

※ なお、以下の方は応募できません。  

・成年被後見人または被保佐人の方 

・禁錮以上の刑に処された方 

・職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過していない方 

 

ハ 応募施設について 

  採用後に配属される初任地の希望施設を募集要項の別添「募集施設及び分野

一覧」にある応募施設より選び、記載してください。 

 

２ 職業訓練指導員免許の取得方法等について  

（１）職業訓練指導員免許とは 

職業能力開発促進法の規定に基づく公共職業訓練施設（当機構・都道府県が職業訓練

を行うために設置した施設）及び認定職業訓練施設（事業主等が職業訓練を行うために

設置した施設）で訓練指導に当たる者を職業訓練指導員（以下「指導員」という。）とい

い、これらの施設で訓練を担当する指導員は原則として「職業訓練指導員免許」（以下

「指導員免許」という。）を必要とします。 

なお、「指導員免許取得＝指導員採用」ではなく、別途、採用試験を受ける必要があり

ます。 

（２）指導員免許の取得方法 

次のイ～ハの取得方法があります。免許は申請した都道府県から交付されます。 

イ 職業訓練指導員試験合格 

ロ 職業訓練指導員講習（４８時間講習） 

ハ 指定された学歴・資格の取得 
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イ 職業訓練指導員試験 

・各都道府県が実施します。 

・試験実施職種は各都道府県で異なります（毎年実施、隔年実施、実施なし等）。 

・現住所以外の都道府県での受験も可能です。 

・受験資格等は別表１及び別表２をご参照ください。 

・詳しくは各都道府県の能力開発主管部へお問い合わせください。 

 

ロ 職業訓練指導員講習（４８時間講習） 

・職業訓練指導員講習とは、職業能力開発促進法による技能検定１級・単一等級合

格者や大学等で免許職種に関する学科を履修し、かつ一定以上の実務経験のある

方等で、指導員免許の取得を希望する方のために実施されるものです。 

・６日間（計４８時間）行われます。 

・講習内容は、職業訓練原理、教科指導法、労働安全衛生、訓練生の心理、生活指

導、関係法規、事例研究、確認テストです。 

・実施は、各都道府県の職業能力開発協会で行われます。 

・現住所以外の都道府県での受講も可能です。 

・受講資格は別表３及び別表４をご参照ください。 

・受講資格の有無は、受講する職業能力開発協会のある都道府県で判断されますの

で、まずは当該都道府県へお問い合わせください。 

・講習日程、内容等は当該都道府県の職業能力開発協会にお問い合わせください。 

 

ハ 指定された学歴・資格の取得 

・下記の学歴・資格を有する場合、申請により指導員免許を受けることができます。 

① 職業能力開発総合大学校（旧職業能力開発大学校、旧職業訓練大学校を含む）

の長期課程の指導員訓練を修了した者。 

② 大学等で免許職種に関する科目を履修し、高等学校の教員の普通免許状を所

持している者（○○工業、○○工業実習、○○商業、○○商業実習）。なお、

この方法による指導員免許の申請を希望される方は、事前に各都道府県に申請

の可否を確認する必要があります。 
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別表１【受験資格及び免除範囲】 

 

 

○印は免除される範囲を示します。「電子回路接続」「バルコニー施工」は除きます。 

 

受 験 資 格 

実
務
経
験
年
数 

受
験
に
必
要
な 

免 除 範 囲 

実技 

学 科 

方
法 

指
導 

系
基
礎 

専
攻 

に
よ
る
も
の 

職
業
能
力
開
発
促
進
法 

長期課程の指導員訓練修了者（他職種を受験の場合） １年     

長期養成課程の指導員養成訓練修了者 １年     

免許職種に関し応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練修了者 ０年   ○ ○ 

免許職種に関し専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練修了者 １年   ○ ○ 

免許職種に関し普通課程の普通職業訓練修了者 ２年     

免許職種に関し専修訓練課程の普通職業訓練修了者 ３年     

免許職種に関し短期課程の普通職業訓練（700時間以上）修了者 ３年     

学
校
教
育
法
に
よ
る
も
の 

大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 １年   ○ ○ 

短期大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 ２年     

高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 ２年   ○ ○ 

高等学校又は中等教育学校後期課程において免許職種に関する学科を修
めて卒業した者 

３年     

高等学校又は中等教育学校以上の卒業者 ５年     

実務経験者のみの者 ８年     

指
定
校 

厚
生
労
働
大
臣 

専門課程の専修学校において免許職種に
関する学科を修めて卒業した者 

２年制 ３年     

３年制 ２年     

高等課程もしくは一般課程の専修学校又
は各種学校において免許職種に関する学
科を修めて卒業した者 

２年制 ４年     

３年制 ３年     

合
格
者 

技
能
検
定 

免許職種に関し技能検定１級又は単一等級合格者（別表４参照） ０年 ○  ○ ○ 

免許職種に関し技能検定単一等級「電子回路」「バルコニー施工」合格者  ０年     

免許職種に関し技能検定２級合格者 ０年 ○    

指
導
員
免
許
の
一
部
合
格
者 

免許職種に関し職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者  － ○    

免許職種に関し職業訓練指導員試験において学科試験（指導方法）に合格した者 －  ○   

免許職種に関し職業訓練指導員試験において学科試験（関連学科のうち系

基礎学科）に合格した者 －   ○  

免許職種に関し職業訓練指導員試験において学科試験（関連学科のうち専

攻学科）に合格した者 
－    ○ 

職業訓練指導員試験において他科の学科試験（関連学科のうち系基礎学

科）に合格した者（当該職業訓練指導員試験に関わる系基礎学科のみ） 
－   ○  

他の職種の職業訓練指導員免許を有する者 －  ○   

他のそ 他の法令により受験資格を有する者（別表２参照） ０年 別表２参照 
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別表２「他の法令による受験資格及び免除範囲」 

（実務経験年数の必要はありません。） 

 

免許職種 根拠となる法令等 受験することができる者 
試験の免除を受
けることができ
る者 

免除の範囲 

実技試験 
学科試験
（関連学科） 

溶接科 ボイラー及び圧力
容器安全規則 

ボイラー溶接士免許を有
する者 

特別ボイラー溶
接士免許を有す
る者 

○ ○ 

冷凍空調機器
科 

高圧ガス保安法 第一，第二又は第三種冷凍
機械責任者の免状を有す
る者 

第一種冷凍機械
責任者の免状を
有する者 × ○ 

ボイラー科 ボイラー及び圧力
容器安全規則・電
気事業法施行規則 

特級又は一級ボイラー技
士の免許を有する者、ボイ
ラー・タービン主任技術者
の免状を有する者 

特級ボイラー技
士の免許を有す
る者又はボイラ
ー・タービン主任
技術者の免状を
有する者 

○ ○ 

エネルギーの使用
の合理化に関する
法律 

エネルギー管理士免状（熱
分野）の免状を有する者
（熱絶縁科の項参照） 

熱管理士の免状
（熱分野）を有す
る者 

× ○ 

電気科  第一，第二又は第三種電気
主任技術者の免状を有す
る者 

第一，第二又は第
三種電気主任技
術者の免状を有
する者 

× ○ 

昭和五十四年の省
令改正前の航空機
製造事業法施行規
則 

電気機器国家試験の合格
証を有する者 

電気機器国家試
験の合格証を有
する者 × ○ 

エネルギーの使用
の合理化に関する
法律 

エネルギー管理士免状(電
気分野)を有する者（エネ
ルギー管理士の試験及び
免状の交付に関する規則
第二十九条の表の試験区
分の欄に掲げる電気分野
専門区分のエネルギー管
理士試験に合格した者又
は同規則別表第一の研修
区分の欄に掲げる電気分
野専門区分のエネルギー
管理研修を修了し た者に
限る。） 

エネルギー管理
士免状（電気分
野）を有する者 

× ○ 

電気工事科 電気事業法施行規
則 

第一，第二又は第三種電気
主任技術者の免状を有す
る者 

第一，第二又は第
三種電気主任技
術者の免状を有
する者 

× ○ 

エネルギーの使用
の合理化に関する
法律 

エネルギー管理士免状（電
機分野）を有する者（電気
科の項参照） 

エネルギー管理
士免状（電機分
野）を有する者 

× ○ 
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建設業法施行令 電気工事施工管理の技術検定の合格証明書を
有する者 × × 

電気工事法 第一種電気工事士の免状
を有する者 

第一種電気工事
士の免状を有す
る者 

実技試験
の電気工
事のみ 

× 

電子科 電波法 第一又は第二級陸上無線
技術士，若しくは第一又は
第二級アマチユア無線技
士の免許を有する者 

第一級陸上無線
技術士の免許を
有する者 ○ ○ 

昭和四十八年の省
令改正前の航空機
製造事業法施行規
則 

電子機器国家試験の合格
証を有する者 

電子機器国家試
験の合格証を有
する者 × ○ 

建築科 建築士法 一級又は二級建築士の免
許を有する者 

一級建築士の免
許を有する者 × ○ 

情報処理科 情報処理技術者試
験規則 

システム監査技術者試験、
アプリケーションエンジ
ニア試験、ネットワークス
ペシャリスト試験若しく
は第一種情報処理技術者
試験の合格証書を有する
者 

システム監査技
術者試験若しく
はアプリケーシ
ョンエンジニア
試験の合格証書
を有する者 

× ○ 

平成六年の省令改
正前の情報処理技
術者試験規則 

情報処理システム監査技
術者試験、特種情報処理技
術者試験若しくはオンラ
イン情報処理技術者試験
の合格証書を有する者 

情報処理システ
ム監査技術者試
験若しくは特種
情報処理技術者
試験の合格証書
を有する者 

× ○ 

事務科 公認会計士法，税
理士法 

公認会計士試験の第二次
試験若しくは第三次試験
又は税理士試験に合格し
たことを証する書面を有
する者 

公認会計士試験
の第二次試験若
しくは第三次試
験又は税理士試
験に合格したこ
とを証する書面
を有する者 

○ ○ 

商工会議所法 商工会議所が行う簿記に
関する一級の技能の検定
の合格証明書を有する者 

商工会議所が行
う簿記に関する
一級の技能の検
定の合格証明書
を有する者 

実技試験
のうち簿

記 

学科試験
のうち簿

記 

 

この表は、職業能力開発促進法施行規則別表第 11 の 3 における関連免許職種の抜粋で、実技試験及び学
科試験のうち関連学科（系基礎学科、専攻学科）が免除されるものを掲載しています。 
 
(注)○印は免除される範囲を示します 
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別表３「職業訓練指導員講習（４８時間講習）の受講条件」 

 

 

番号 区分 
実務経験 

年数 

1 
1 級技能士又は単一等級の技能検定合格者 （別表４を参照） 

(ただし、バルコニー施工・電子回路接続を除く) 
0 

2 大学を卒業した者 (免許職種に係る学科を修了した者) 2 

3 外国の大学を卒業した者 (免許職種に係る学科を修了した者) 2 

4 短期大学・高等専門学校を卒業した者 (免許職種に係る学科を修了した者) 4 

5 高校を卒業した者 (免許職種に係る学科を修了した者) 7 

6 応用課程の高度職業訓練に関し、技能照査に合格した者 1 

7 専門課程の高度職業訓練に関し、技能照査に合格した者 3 

8 専門課程の高度職業訓練修了者 4 

9 普通課程の普通職業訓練について技能照査に合格した者 6 

10 普通課程の普通職業訓練修了者 7 

11 短期課程の普通職業訓練 (職業転換課程含む) 修了者(700 時間以上) 10 

12 専修訓練課程普通職業訓練修了者 (昭和 53 年改正後) 10 

13 旧法の認定職業訓練 (3 年) 又は改正前の労基法による技能者養成修了者 7 

14 旧法の職業訓練 (2 年及び 3600 時間) 又は認定職業訓練(2 年) 修了者 8 

15 
旧法の職業訓練 (1 年及び 1800 時間) 又は公共職業補導所 

(1 年及び 1824 時間) 修了者 
10 

16 
旧法の施行前に失業保険法の施設において行われた職業訓練  

(1 年及び 1824 時間) 修了者 
10 

17 都道府県が行う家事サービス職業訓練担当者 0 

18 旧訓練法規則の特別高等訓練課程の養成訓練において技能照査に合格した者 3 

19 旧訓練法規則の特別高等訓練課程の養成訓練修了者 4 

20 旧訓練法規則の高等訓練課程の養成訓練において技能照査に合格した者 6 

21 旧訓練法規則の高等訓練課程の養成訓練修了者 7 

22 旧訓練法規則の専修訓練課程の養成訓練修了者 10 

   

(注 1) 上記区分の職業訓練修了者及び学校教育法による学校の卒業者は，それぞれ指導員の免許職種に関する
訓練科又は学科を修了した者に限ります。 

   
(注 2) 上記実務経験年数は、学校卒業後又は訓練終了後に必要な年数です。また、その実務経験年数は、免許

科目に関する実務経験年数に限ります。 
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別
表
４

 
「
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
職
種
と
技
能
検
定
職
種
と
の
対
応
表
」

 

 

(職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第

11
の

2)
よ
り
関
連
免
許
職
種
を
抜
粋

 

免
許
職
種

 
技
能
検
定
職
種

 

機
械
科

 
機
械
加
工
，
放
電
加
工
，
金
型
製
作
，
工
業
彫
刻
，
仕
上
げ
，
切
削
工
具
研
削
，
機
械
検
査
，

 

油
圧
装
置
調
整
，
テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
，
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図
，
機
械
保
全

 

塑
性
加
工
科

 
金
属
プ
レ
ス
加
工
，
建
築
板
金
，
工
場
板
金
，
鉄
工

 

構
造
物
鉄
工
科

 
鉄
工

 

冷
凍
空
調
機
器
科

 
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

 

配
管
科

 
配
管
，
浴
槽
設
備
施
工

 
住
宅
設
備
機
器
科

 

建
築
物
設
備
管
理
科

 
ビ
ル
設
備
管
理

 

建
築
物
衛
生
管
理
科

 
ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

 

電
気
科

 
電
気
機
器
組
立
て
，
自
動
販
売
機
調
整
，
電
気
製
図

 

電
子
科

 
電
子
機
器
組
立
て
，
自
動
販
売
機
調
整
，
電
子
回
路
接
続
，
半
導
体
製
品
製
造

 

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
科

 
電
気
機
器
組
立
て

 

建
築
科

 
建
築
大
工
，
枠
組
壁
建
築
，
サ
ッ
シ
施
工
，
建
築
図
面
製
作
，
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

 

建
設
科

 
型
枠
施
工
，
鉄
筋
施
工
，
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
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